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※代理店実態を踏まえ、必要に応じて文言を修正してください。
個人データの取扱状況の点検および監査に係る規程




	第１条　目的
　本規程は、当店における個人データの取扱状況に関する点検および監査について定めたものである。

第２条　実施部署
情報管理責任者は、個人データを取り扱う部署において個人データの点検に関する点検責任者および点検担当者を選任し、当該部署が自ら点検を実施するよう指示しなければならない。
２　点検責任者と点検担当者は兼務することができる。
３　情報管理責任者は、監査を実施する部署を指定し、その部署から個人データの監査に関する監査責任者および監査担当者を選任し、監査を実施するよう指示しなければならない。
ただし、監査を実施する部署が個人データを取り扱うときには、情報管理責任者は、当該部署以外の部署から当該部署を監査する監査責任者および監査担当者を選任しなければならない。
	参考
	個人データ取扱部署が単一である場合は、点検により監査を代替することも認められている。



第３条　点検
情報管理責任者は、個人データの取扱状況の点検に関する計画を立案し、点検責任者に対し、定期的および臨時の点検を実施するよう指示しなければならない。
２　点検担当者は、点検責任者の指示に基づいて確実に点検を実施しなければならない。
３　点検担当者は、点検により個人データの取扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、点検責任者に報告しなければならない。
４　点検責任者は、規程に違反する事項について、情報管理責任者に報告すると共に情報管理責任者の指示を踏まえ、改善のための措置を講じなければならない。
	参考
	臨時の点検は、漏えい事故が発生した場合等に行うことが求められている。



第４条　監査
情報管理責任者は、個人データの取扱状況の監査に関する計画を立案し、監査責任者に対し、定期的および臨時の監査を実施するよう指示しなければならない。
２　監査担当者は、監査責任者の指示に基づいて確実に監査を実施しなければならない。
３　監査担当者は、監査により個人データの取扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、監査責任者に報告しなければならない。
４　監査責任者は、規程に違反する事項について、情報管理責任者に報告すると共に情報管理責任者の指示に従い、改善のための措置を講じなければならない。
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